




















 

【参考資料：模式図】 
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適 時 開 示 体 制 概 要 書 

 

平成 2７年９月 1日 

 

会 社 名 株式会社 アデランス  

（コード番号 8170  東証 第 1部） 

 

 

 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりであります。 

 

記 

当社の社内体制 

 

 社内規則に従い、部署の情報管理の分掌は次のようにして、内部牽制の体制を敷き、未開示情

報が生じないようにしております。 

1. 会社の業績および業績の見通しにつきましては、財務部が担当しております。 

  売上につきましては、日々の状況を確認し、また月次の作成毎に数値の検証のうえ、業績の

見通しの予測を行い、常に重要な事実に該当するか確認をしております。 

2. その他の情報につきましては、法務部が担当しております。 

取締役会および他の重要な意思決定について、情報および資料が集中するため、常に意思決定

の動向が掌握できることになっております。また、経営企画部が取締役会の意思決定について、

常に情報を伝達しておりますので、緊急案件につきましても、その内容が確認できるようにな

っております。 

3. 情報の開示は、広報ＩＲ部が担当しております。 

財務部および法務部と連係を密に取り、重要な事実の見落とし、隠蔽がないことの確認をとっ

ております。 

 

開示に係る社内手続き 

 

 重要な事実が、検証されたときには、財務部および法務部より取締役社長に報告するとともに

発表資料の作成にかかります。 

 広報ＩＲ部は、作成された発表資料の正確かつ妥当な内容であるか確認のうえ、取締役社長の

指示のもと、速やかに発表しております。 

 

情報の問合せ体制 

 

 投資家からのお問い合わせについては、広報ＩＲ部が担当し、会社としての統一見解をもって、

説明しております。 

 

以 上 


